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神
奈
川
裁
判
所
御
雇
外
人

　
　
　
　
ヒ
ル
の
拷
問
廃
止
建
言
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
法
制
史
料
拾
遺
（
m
・
完
）

手

塚

豊

　
明
治
初
年
、
神
奈
川
県
御
雇
と
し
て
マ
リ
ヤ
ル
ー
ズ
事
件
に
関
与
し
、
そ
の

後
司
法
省
御
雇
に
転
じ
、
種
々
の
建
策
を
行
う
と
共
に
、
司
法
省
法
学
校
速
成

科
の
授
業
を
担
当
す
る
な
ど
、
明
治
法
制
史
に
か
な
り
の
功
績
を
の
こ
し
た
ア

メ
リ
カ
人
法
律
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ォ
ラ
ス
・
ヒ
ル
（
の
8
韻
①
≦
・
臼
ε
に
つ
い

て
は
、
私
は
か
つ
て
本
誌
に
、
「
司
法
省
御
雇
外
人
ヒ
ル
と
そ
の
建
白
書
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

書
き
、
そ
の
事
跡
の
大
要
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
．
そ
の
中
で
、
彼
に
関
す

る
業
績
に
つ
い
て
は
、
な
お
不
明
の
個
所
が
多
い
こ
と
を
、
私
は
指
摘
し
て
お

（
2
）

い
た
。
最
近
、
明
治
初
期
の
公
文
書
を
集
録
L
た
「
太
政
類
典
」
が
、
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
で
公
刊
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
彼
の
拷
問
廃
止
建

言
書
は
、
こ
れ
ま
で
全
く
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
つ
た
ヒ
ル
関
係
の
重
要
文
献

と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
そ
れ
を
覆
刻
し
、
前
稿
の
補
遺
と
し
た
い
．

　
な
お
、
こ
の
「
太
政
類
典
」
に
は
、
波
の
雇
入
れ
事
情
が
明
ら
か
に
な
る
文

書
も
、
若
干
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
も
併
せ
て
癌
介
し
て
お
く
。

　
明
治
四
年
九
月
、
神
奈
川
県
は
「
外
国
人
二
係
ル
聴
断
二
付
顧
問
ノ
為
メ
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
3
）

国
法
律
家
ヲ
一
名
雇
入
」
る
こ
と
を
、
政
府
へ
上
申
し
た
．

　
　
　
神
奈
川
裁
判
所
御
雇
外
人
ヒ
ル
の
拷
問
廃
止
建
言
書

　
　
　
神
奈
川
県
願

御
国
人
民
ト
外
国
人
民
ト
ノ
間
二
相
起
候
公
事
訴
訟
及
処
刑
ノ
儀
互
二
内
外

　
ノ
国
法
ヲ
以
テ
処
置
イ
タ
シ
来
リ
候
処
元
来
彼
国
ノ
刑
律
二
暗
ク
候
時
ハ
諸

　
般
大
二
不
都
合
ノ
儀
不
少
候
間
此
節
彼
国
ノ
法
律
家
所
謂
「
ラ
ウ
ヘ
ル
」
ナ

　
ル
者
壱
名
雇
入
顧
問
二
相
備
置
事
件
相
起
リ
候
節
ハ
質
問
ノ
上
参
考
致
シ
度

　
候
条
右
法
律
家
雇
入
ノ
御
許
容
被
成
下
候
様
奉
願
候
　
以
上
　
財
月
＋
九
日

　
　
申
出
之
通
尤
雇
入
ノ
上
人
名
可
届
出
事
九
月
二
＋
五
日
大
蔵
省
へ
通
達

　
　
　
史
官

　
別
紙
之
通
神
奈
川
知
事
ヨ
リ
伺
出
即
チ
朱
字
ノ
通
リ
御
指
揮
相
成
候
間
為
御

　
心
得
写
御
廻
シ
申
入
候
　
勲
月
二
＋
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
当
時
の
神
奈
川
知
事
は
、
陸
奥
宗
光
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
奈
川
県
か

ら
の
願
い
は
許
可
さ
れ
た
が
、
人
選
は
急
速
に
は
進
ま
な
か
つ
た
ら
し
く
、
翌

五
年
四
月
に
至
り
、
ヒ
ル
の
雇
入
れ
が
決
定
し
た
．
契
約
書
は
、
次
の
通
り
で

（
5
）

あ
る
。

　
　
　
　
条
約
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
（
二
一
〇
九
）



　
　
　
神
奈
川
裁
判
所
御
雇
外
人
ヒ
ル
の
拷
問
廃
止
建
言
書

　
下
名
ノ
余
当
県
庁
ノ
法
律
用
ヲ
取
扱
フ
為
メ
六
ケ
月
問
ノ
間
ジ
ー
ド
ブ
リ
ユ

　
ヒ
ー
ル
ヲ
使
用
ス
ル
事
フ
約
ス
糊
飴
憤
樺
逓
聯
期
朗
朋
加
晒
蘇
妊
左
ノ
章
程
ヲ
始
ム

　
ル
也

　
第
一
　
六
ケ
月
ノ
使
役
中
神
奈
川
県
令
及
其
所
属
ノ
官
吏
ヨ
リ
顧
問
ス
ル
事

　
二
勧
教
ヲ
与
へ
又
時
ト
シ
テ
命
ヲ
受
ケ
テ
内
外
ノ
裁
判
所
二
出
県
令
又
ハ
他

　
ノ
日
本
人
ノ
目
代
人
ト
ナ
ル
ヘ
シ

　
第
二
　
六
ケ
月
使
役
ノ
後
県
令
ノ
所
存
二
於
テ
彼
ノ
動
向
ヲ
満
足
シ
且
法
律

　
家
ヲ
雇
事
当
県
庁
ノ
為
二
要
用
タ
ル
効
験
ヲ
得
レ
ハ
即
チ
表
向
政
府
ノ
雇
入

　
ノ
為
懇
切
二
推
挙
ス
ヘ
シ

　
第
三
　
比
使
役
ハ
只
通
常
ノ
訴
訟
取
扱
而
已
ナ
レ
ハ
右
ヒ
ー
ル
氏
ハ
兼
テ
ノ

　
如
ク
外
国
人
ノ
為
彼
ノ
職
務
ヲ
営
ミ
彼
ノ
事
業
ヲ
為
ス
ノ
免
許
ヲ
得
ヘ
シ
然

　
レ
ト
モ
外
国
人
ヨ
リ
日
本
政
府
又
ハ
日
本
人
へ
対
セ
シ
訴
訟
ハ
代
言
セ
サ
ル

　
ヘ
シ

　
第
四
　
右
使
役
ノ
六
ケ
月
中
ハ
一
ヶ
月
洋
銀
百
枚
宛
ヲ
払
フ
ヘ
シ
併
或
ハ
重

　
大
ノ
事
件
起
ル
ニ
於
テ
ハ
県
令
ニ
テ
相
当
ト
ス
ル
謝
儀
ヲ
外
二
与
フ
ヘ
シ
右

　
証
明
ノ
為
千
八
百
七
十
二
年
第
三
月
九
日
双
方
調
印
記
名
ス
ル
モ
ノ
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
奈
川
県
令
　
陸
奥
宗
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
家
ジ
ョ
ー
ジ
ワ
ル
レ
ス
ヒ
ー
ル

　
こ
の
契
約
書
に
よ
る
と
、
ヒ
ル
は
、
六
ヵ
月
間
、
代
言
人
の
ま
ま
試
験
的
に

神
奈
川
県
に
雇
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
．
明
治
外
交
史
上
著
名
な
マ
リ
ヤ
ル

ー
ズ
号
事
件
が
横
浜
に
お
い
て
発
生
し
た
の
は
、
ヒ
ル
が
雇
用
さ
れ
て
後
ち
三

ヵ
月
を
経
た
同
年
六
月
で
あ
つ
た
．
翌
七
月
は
じ
め
、
ヒ
ル
が
神
奈
川
県
の
正

式
「
聴
訟
顧
問
」
に
就
任
し
た
の
は
、
こ
の
事
件
に
専
任
さ
せ
る
必
要
が
あ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
（
一
二
一
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
雇
用
関
係
文
書
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
．

　
　
　
大
蔵
省
届

神
奈
川
於
テ
聴
訟
顧
問
ノ
為
メ
米
国
人
ト
フ
リ
ー
ヒ
ー
ル
雇
入
候
二
付
条
約

取
結
ノ
儀
申
出
候
右
ハ
伺
済
ノ
儀
且
条
約
中
相
触
レ
候
儀
モ
無
之
候
間
即
チ

別
紙
ノ
通
指
令
致
シ
候
依
之
此
段
御
届
申
候
七
月
士
言

　
　
　
指
令
案

表
面
伺
ノ
通
第
三
本
条
ノ
儀
ハ
附
紙
ノ
通
り
相
改
メ
掲
載
可
致
但
書
居
宅
ノ

儀
ハ
伺
ノ
通
候
事

　
　
神
奈
川
県
伺
　
大
蔵
省
宛

兼
テ
伺
済
ヲ
以
テ
当
県
聴
訟
顧
問
ノ
為
メ
可
相
雇
見
込
ニ
テ
六
ケ
月
試
験
ト

　
シ
テ
米
国
人
ド
フ
リ
ー
ヒ
ー
ル
ヲ
相
雇
置
候
処
法
律
家
ノ
儀
ハ
実
二
要
用
不

可
闘
且
兼
テ
正
院
ヘ
モ
伺
済
モ
相
成
居
候
儀
二
付
此
度
更
二
別
紙
約
定
書
ヲ

以
テ
相
雇
度
奉
存
候
間
此
段
至
急
御
指
図
被
成
下
度
相
伺
申
候
以
上
七
月
士
一

　日

　
　
尚
々
此
段
白
露
国
船
取
調
ノ
儀
モ
当
県
へ
被
仰
付
候
勇
至
急
御
指
揮
有
之

　
　
候
様
仕
度
存
候

　
　
条
約
書

神
奈
川
県
参
事
大
江
卓
ト
米
国
人
ド
フ
リ
ー
ヒ
ー
ル
ト
明
治
五
壬
申
歳
　
月

　
　
目
即
西
洋
千
八
百
七
十
二
年
第
　
月
　
日
左
ノ
章
程
ヲ
約
定
セ
リ

第
一
条
当
港
諸
法
律
取
調
方
並
裁
判
等
二
付
顧
問
ス
ル
為
メ
ド
ブ
リ
ー
ヒ

　
　
ー
ル
ヲ
神
奈
川
県
庁
ノ
配
下
ト
シ
テ
当
日
ヨ
リ
三
ケ
年
間
ノ
間
雇
入
ル
』

　
　
事
ヲ
約
ス
　
尤
雇
中
ハ
県
令
ヲ
始
メ
上
官
ノ
命
二
聯
カ
モ
違
背
ス
ル
コ
ト

　
　
ナ
カ
ル
ヘ
シ



　
第
二
条
右
ド
フ
リ
ー
ヒ
ー
ル
氏
職
務
ノ
給
料
ト
シ
テ
月
々
日
本
貨
幣
七
百

　
　
円
ヲ
其
月
末
二
相
渡
ス
可
シ

　
第
三
条
食
料
並
家
具
紙
筆
及
召
仕
等
私
用
二
属
ス
ル
品
ハ
官
ヨ
リ
給
与
ス

　
　
ヘ
シ
　
但
雇
中
ハ
相
当
ノ
居
宅
ヲ
渡
ス
ヘ
シ

　
附
紙
n
公
用
紙
筆
墨
ノ
外
食
料
家
具
及
ヒ
召
仕
等
自
費
タ
ル
ヘ
シ
ト
可
改
候
事

　
第
四
条
　
雇
期
間
中
他
方
二
雇
ハ
レ
申
間
敷
又
商
業
ヲ
致
間
敷
又
或
ハ
怠
慢

　
　
ノ
所
業
ア
ル
カ
長
病
等
ニ
テ
其
本
務
ノ
妨
ア
ル
ト
キ
ハ
期
間
中
ト
イ
ヘ
ト

　
　
モ
暇
ヲ
可
遣
且
其
暇
ヲ
差
遣
シ
候
日
ヨ
リ
後
ノ
給
料
相
渡
シ
申
間
敷
旨
ヲ

　
　
約
定
候
事

　
第
五
条
　
県
庁
ノ
内
ニ
テ
同
人
職
務
ノ
為
メ
一
室
ヲ
与
ユ
可
シ

　
右
証
拠
ト
シ
テ
明
治
五
壬
申
年
月
日
即
西
洋
千
八
百
七
十
二
年
第

　
月
　
日
双
方
調
印
記
名
ス
ル
モ
ノ
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
奈
川
県
参
事
大
江
卓
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
フ
リ
ー
　
ヒ
ー
ル
　
手
記

　
神
奈
川
県
令
陸
奥
宗
光
は
、
五
年
六
月
十
八
日
、
租
税
頭
に
転
出
、
そ
の
後

の
神
奈
川
県
は
、
参
事
の
大
江
が
最
高
責
任
者
で
あ
り
、
同
年
七
月
十
四
日
、

　
　
　
　
　
（
8
）

権
令
に
昇
進
し
た
．
大
江
と
ヒ
ル
と
の
間
に
結
ば
れ
た
正
式
契
約
書
の
日
附
は

「
壬
申
七
月
二
十
一
日
」
で
あ
る
か
ら
（
満
期
の
日
は
、
八
年
八
月
二
十
四
臼
で
あ
つ

（
9
）

た
）
、
そ
れ
に
は
、
大
江
の
職
名
は
、
前
掲
契
約
書
草
案
に
み
え
て
い
る
「
神
奈

川
県
参
事
」
で
は
な
く
「
神
奈
川
権
令
」
と
訂
正
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
．

　
明
治
五
年
八
月
五
日
、
神
奈
川
裁
判
所
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
県
庁
が
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

当
し
て
い
た
県
内
の
裁
判
事
務
を
う
け
つ
い
だ
．
そ
れ
が
た
め
、
ヒ
ル
は
同
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

九
月
十
五
目
、
神
奈
川
県
か
ら
神
奈
川
裁
判
所
へ
雇
替
と
な
つ
た
．

　
　
　
神
奈
川
裁
判
所
御
雇
外
人
ヒ
ル
の
拷
問
廃
止
建
言
書

　
私
は
、
前
掲
拙
稿
に
お
い
て
、
ヒ
ル
が
六
年
一
月
頃
、
司
法
省
の
立
法
事
業

に
参
与
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
九
年
四
月
附
意
見
書
の
ヒ
ル
の
肩
書
き

が
「
上
等
裁
判
所
」
と
な
つ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
時
期
は
明
ら
か
で
な
い

が
、
司
法
省
御
雇
、
東
京
上
等
裁
判
所
御
雇
を
兼
ね
た
も
の
と
推
定
、
さ
ら
に

戦
前
の
司
法
省
に
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
の
筆
写
で
あ
る
堀
内
節
氏
の
メ
モ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ら
、
ヒ
ル
が
司
法
省
御
雇
専
任
に
な
つ
た
時
期
を
、
九
年
八
月
と
推
定
し
た
。

前
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
も
、
そ
れ
を
確
認
す
る
史
料
に
接
し
な
い
．

し
た
が
つ
て
、
ヒ
ル
が
神
奈
川
裁
判
所
御
雇
の
ま
ま
、
本
省
の
事
務
に
も
関
与

し
た
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
私
の
推
定
し
た
ご
と
く
神
奈
川
裁
判
所
兼
司
法

省
兼
東
京
上
等
裁
判
所
御
雇
で
あ
つ
た
の
か
、
い
ず
れ
と
も
確
め
え
な
い
。
い

ず
れ
に
も
せ
よ
、
当
初
の
満
期
で
あ
る
八
年
八
月
二
十
四
日
に
契
約
が
一
年
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

新
さ
れ
た
こ
と
だ
け
は
確
実
で
あ
る
。
後
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
司
法
省
処

務
年
表
」
（
明
治
九
年
）
に
よ
つ
て
、
契
約
の
期
間
は
「
自
九
年
八
月
二
五
日
、

至
十
二
年
八
月
二
十
四
日
」
、
給
料
は
「
五
百
円
」
で
あ
つ
た
こ
と
が
確
認
で

（
1
4
）

き
る
。
そ
の
後
、
契
約
は
さ
ら
に
一
力
年
延
長
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
俸
給
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巧
）

二
百
五
十
円
に
半
減
さ
れ
た
。
司
法
省
法
学
校
速
成
科
の
授
業
を
、
十
二
年
八

月
限
り
解
職
さ
れ
た
こ
と
も
一
原
因
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
、
彼
の
司
法
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

内
に
お
け
る
地
位
の
低
下
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
契
約
の
満
期
は
、
前
述
の

ご
と
く
十
三
年
八
月
二
十
四
日
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
途
中
、
十
二
年
八
月
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

目
か
ら
一
時
ア
メ
リ
カ
ヘ
帰
つ
た
た
め
、
こ
の
帰
国
期
間
だ
け
、
満
期
が
延
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

さ
れ
、
十
四
年
三
月
二
日
に
、
彼
は
退
職
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）

　
さ
て
、
ヒ
ル
の
拷
問
廃
止
意
見
書
に
は
、
日
附
の
明
記
が
な
い
．
「
太
政
類

典
」
の
説
明
に
は
「
六
年
二
月
、
神
奈
川
県
雇
米
人
ヒ
ル
拷
問
ヲ
廃
セ
ソ
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
仁
二
一
一
）



　
　
　
神
奈
川
裁
判
所
御
雇
外
人
ヒ
ル
の
拷
問
廃
止
建
言
書

　
　
（
20
）

ヲ
建
議
ス
」
と
あ
る
．
前
に
述
べ
た
ご
と
く
、
ヒ
ル
は
、
五
年
九
月
に
神
奈
川

県
か
ら
神
奈
川
裁
判
所
へ
雇
替
に
な
つ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
「
神
奈
川
県
雇
」

の
肩
書
は
誤
り
で
あ
る
．
し
か
し
、
ヒ
ル
の
建
言
書
は
、
次
の
ご
と
く
、
神
奈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

川
県
を
通
じ
て
政
府
へ
堤
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
．
そ
れ
が
た
め
、
「
太
政

類
典
」
の
編
者
は
、
「
神
奈
川
県
雇
」
と
誤
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
．

　
　
　
神
奈
川
県
伺

　
　
罪
人
鞠
問
ノ
議
強
盗
或
ハ
頑
愚
ニ
シ
テ
其
罪
状
既
二
確
証
ア
ル
モ
寧
・
白

　
状
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
豪
快
ト
為
ス
者
其
他
支
那
人
ト
難
モ
総
テ
其
罪
ノ
証
跡
二

　
依
リ
之
ヲ
処
断
シ
縦
令
申
陳
候
共
敢
テ
訊
杖
ヲ
下
タ
サ
ス
可
然
哉
ノ
儀
去
壬

　
申
六
□
□
司
法
卿
へ
相
伺
候
処
御
国
人
ハ
本
犯
ノ
申
ロ
ヲ
以
テ
処
断
ス
ヘ
キ

　
旨
下
辞
有
之
然
ル
ニ
再
応
建
言
候
モ
恐
入
候
へ
共
今
般
元
当
県
御
雇
米
国
人

　
ヒ
ー
ル
別
紙
建
言
仕
度
申
出
候
右
ハ
海
外
万
国
ノ
法
律
二
基
キ
候
者
ニ
シ
テ

　
御
採
択
被
為
在
度
殊
二
方
今
外
国
人
ノ
我
国
二
来
住
ス
ル
者
一
日
一
日
ヨ
リ

　
稠
ク
我
国
ノ
法
律
ヲ
以
テ
駅
撫
検
策
ス
ル
近
キ
ニ
ア
ル
必
セ
リ
然
ル
ニ
従
前

　
苛
刻
ノ
訊
法
御
改
革
不
相
成
候
テ
ハ
外
国
人
肯
テ
我
駅
撫
検
策
ヲ
受
サ
ル
コ

　
ト
亦
必
セ
リ
然
ル
上
ハ
究
寛
国
憲
ヲ
不
失
ノ
条
約
二
御
改
正
ノ
儀
無
覚
束
奉

　
存
候
且
此
厳
刑
峻
法
一
タ
ヒ
除
カ
ハ
蕾
二
天
下
万
姓
ノ
大
幸
福
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

　
開
化
進
歩
シ
テ
所
謂
泰
西
ノ
文
明
国
二
伍
ス
ヘ
キ
ト
奉
存
候
不
渾
忌
諦
謹
テ

　
鄙
衷
ヲ
陳
へ
別
紙
相
副
上
シ
伏
シ
テ
高
裁
ヲ
奉
仰
候
縣
年
二
月

　
こ
の
「
五
年
二
月
」
（
槽
尉
）
の
日
附
は
、
六
年
二
月
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
．

な
ぜ
な
ら
ば
、
伺
文
中
「
去
壬
申
六
月
云
々
」
の
文
言
が
あ
る
か
ら
、
当
然
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麗
）

六
年
以
降
の
文
書
の
筈
だ
か
ら
で
あ
る
．
六
年
二
月
と
す
れ
ば
．
前
述
の
「
太

政
類
典
」
の
編
者
の
説
明
と
も
一
致
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
（
ニ
コ
ニ
4

　
こ
の
「
去
壬
申
六
□
□
、
司
法
卿
へ
相
伺
候
処
云
々
」
と
あ
る
の
は
、
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

神
奈
川
県
よ
り
司
法
省
へ
の
伺
の
こ
と
で
あ
る
．

　
　
罪
人
糺
問
之
儀
婦
人
或
ハ
老
少
廃
疾
者
ハ
勿
論
或
丈
ケ
訊
杖
ヲ
用
ヒ
ス
罪

　
跡
確
証
等
ヲ
以
及
詰
問
然
レ
共
強
盗
其
外
頑
愚
ノ
老
二
至
リ
候
而
ハ
其
犯
罪

　
顕
明
二
候
ト
モ
却
而
豪
狭
ト
心
得
容
易
白
状
難
及
是
等
ハ
不
得
止
事
拷
問
致

　
シ
候
儀
茂
有
之
尤
支
那
人
ノ
犯
罪
ハ
都
而
御
国
典
二
処
シ
候
処
若
シ
申
陳
候

　
共
□
而
訊
杖
ハ
下
サ
ス
大
概
証
人
申
口
等
ヲ
以
処
断
致
シ
来
候
就
而
者
御
国

　
人
モ
罪
跡
明
白
ニ
シ
テ
紛
レ
ナ
キ
者
ハ
仮
令
本
犯
人
申
陳
候
共
訊
杖
ヲ
下
サ

　
ス
右
同
様
処
断
シ
可
然
哉

　
　
右
至
急
御
指
揮
有
之
度
此
段
相
伺
申
候
　
以
上

　
　
　
明
治
五
年
壬
申
六
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
奈
川
県

　
　
　
司
法
省
　
御
中

　
壬
申
七
月
廿
三
目
付
す

　
御
国
人
ハ
本
犯
ノ
申
シ
ロ
ヲ
以
処
断
ス
可
シ

　
　
但
支
那
人
処
置
ハ
追
テ
交
際
取
結
ヒ
相
成
候
迄
従
前
ノ
通
リ

　
す
な
わ
ち
、
五
年
六
月
、
神
奈
川
県
は
、
す
く
な
く
と
も
「
罪
跡
明
白
ニ
シ

テ
紛
レ
ナ
キ
者
」
に
限
り
、
拷
問
廃
止
の
意
見
を
司
法
省
へ
具
申
し
た
が
、
司

法
省
は
、
拷
問
の
採
否
に
つ
い
て
は
正
面
か
ら
答
え
ず
、
た
だ
本
人
の
自
白
を

重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
暗
に
拷
問
を
み
と
め
る
回
答
を
行
つ
た
の
で
あ

る
。

　
当
時
の
神
奈
川
県
は
、
前
に
も
一
言
し
た
ご
と
く
県
令
を
欠
き
、
大
江
卓
が

参
事
で
あ
つ
た
か
ら
、
こ
の
意
見
具
申
は
、
彼
の
見
解
に
も
と
づ
く
も
の
と
思



わ
れ
る
．
か
つ
て
私
は
、
》
、
の
時
期
と
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
神
奈
川
県

在
職
中
の
大
江
に
、
拷
問
廃
止
論
の
建
議
か
あ
つ
た
ら
し
い
形
跡
を
紹
介
し
た

　
　
　
　
（
別
）

こ
と
が
あ
る
．
大
江
の
「
拷
問
廃
止
論
」
と
称
さ
れ
る
も
の
は
、
正
に
こ
の
五

年
六
月
の
神
奈
川
県
か
ら
司
法
省
へ
の
伺
と
、
そ
し
て
ま
た
ヒ
ル
の
建
言
書
に

添
付
し
た
前
掲
の
六
年
二
月
の
神
奈
川
県
か
ら
政
府
へ
の
伺
と
を
指
す
も
の
と

み
て
い
い
．

　
さ
ら
に
、
ヒ
ル
が
そ
の
建
言
書
を
、
自
己
の
勤
務
す
る
神
奈
川
裁
判
所
（
所

長
は
西
成
度
）
を
経
由
せ
ず
、
と
く
に
元
の
勤
務
先
で
あ
る
神
奈
川
県
へ
寄
托
し

た
の
も
、
権
令
大
江
の
拷
問
に
対
す
る
所
見
を
、
か
ね
て
承
知
し
て
い
た
た
め

と
考
え
ら
れ
る
．

　
明
治
の
拷
問
制
度
が
崩
壊
す
る
端
緒
と
な
つ
た
の
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
八

年
四
月
十
五
日
附
意
見
書
、
同
年
五
月
二
十
日
附
建
白
書
で
あ
つ
た
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜀
）

著
名
の
事
実
で
あ
る
が
、
ヒ
ル
の
建
言
書
は
そ
れ
に
先
立
つ
た
こ
と
約
二
年
で

あ
る
．
ま
た
、
日
本
人
と
し
て
最
初
に
本
格
的
な
拷
問
廃
止
論
を
主
張
し
た
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

田
真
道
の
「
拷
問
論
」
（
明
法
雑
誌
・
明
治
七
年
五
、
六
月
）
に
先
立
つ
こ
と
約
一

年
で
あ
る
．
ヒ
ル
の
建
言
書
の
内
容
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
と
比
較
し
て
、
決
し

て
遜
色
の
な
い
か
な
り
詳
密
な
も
の
で
あ
つ
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蟹
）

　
津
田
の
場
合
は
し
ば
ら
く
措
き
、
同
じ
御
雇
外
人
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
明

治
政
府
に
対
し
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
建
白
書
が
決
定
的
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
に

反
し
、
そ
れ
に
先
立
つ
二
年
前
の
ヒ
ル
の
建
言
書
が
、
な
ん
ら
の
反
響
を
も
呼

び
お
こ
さ
な
か
つ
た
の
は
、
な
ぜ
か
．
も
ち
ろ
ん
、
時
期
の
尚
早
と
い
う
こ
と

も
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
が
、
政
府
部
内
に
お
け
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
ヒ
ル
の
評
価

の
ち
が
い
が
、
そ
う
し
た
結
果
を
招
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
神
奈
川
裁
判
所
御
雇
外
人
ヒ
ル
の
拷
闘
廃
止
建
言
書

　
し
か
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
先
立
ち
、
ヒ
ル
が
拷
間
廃
止
の
建
言
書
を
堤
出

し
て
い
る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
実
質
的
な
成
果
は
生
ま
な
か
つ
た
に
し
て

も
、
明
治
刑
法
史
に
お
い
て
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
出
来
事
で
あ
ろ
う
．

（
1
）
拙
稿
「
司
法
省
御
雇
外
人
ヒ
ル
と
そ
の
建
白
書
ー
続
続
・
明
治
法
制
史
料
雑

纂
（
一
〇
）
」
1
・
本
誌
第
四
一
巻
三
号
・
八
九
頁
以
下
．

パ　　　ハ65432）））））
補
任
録
・
四
六
九
頁
）
．

令
と
改
正
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

（
7
）
　
註
（
3
）
に
同
じ
。

（
8
）
註
（
4
）
に
同
じ
。
な
お
、
県
治
職
制
（
明
治
四
年
十
一
月
二
十
七
日
太
政
官
達

第
六
二
三
号
）
に
よ
る
と
、
令
あ
れ
ば
権
令
を
置
か
ず
、
権
令
あ
れ
ば
令
は
置
か
れ

　な

か
つ
た
。

（
9
）
明
治
六
年
一
月
調
「
司
法
省
雇
外
国
人
表
」
神
奈
川
裁
判
所
の
部
に
よ
る
（
前

掲
類
典
・
第
二
編
第
六
四
巻
）
。

　　　　　　　　　　　　　

後馨どε3
前
掲
拙
稿
・
八
九
頁
、
九
一
頁
、
九
六
頁
等
参
照
。

「
太
政
類
典
」
第
二
編
第
七
六
巻
．

「
顕
要
職
務
補
任
録
」
（
明
治
三
十
六
年
）
上
巻
・
四
六
九
頁
。

前
掲
類
典
・
第
二
編
第
九
四
巻
。

明
治
四
年
十
一
月
十
三
日
、
陸
奥
は
、
県
知
事
か
ら
県
令
へ
更
任
し
た
（
前
掲

　
　
　
　
　
　
　
同
年
十
一
月
二
日
の
太
政
官
達
で
、
県
知
事
の
名
称
が
県

約
が
一
年
延
長
さ
れ
た
こ
と
は
わ
か
る
が
、

雇
の
も
の
で
あ
つ
た
の
カ

「
司
法
沿
革
誌
」
（
昭
和
十
四
年
）
二
八
頁
。

註
（
9
）
に
同
じ
。

拙
稿
・
前
掲
ヒ
ル
と
そ
の
建
白
書
・
本
誌
第
四
一
巻
・
九
一
頁
．

「
司
法
省
処
務
年
報
」
（
明
治
九
年
）
に
よ
る
と
、
「
本
年
度
雇
外
国
人
ノ
満
期

継
約
セ
シ
モ
ノ
」
の
中
に
、
ヒ
ル
が
い
る
か
ら
（
二
七
頁
）
、
八
年
八
月
に
契

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
更
新
は
、
神
奈
川
裁
判
所
だ
け
の

　
　
　
　
　
　
、
、
そ
れ
と
も
司
法
省
お
よ
び
東
京
上
等
裁
判
所
の
雇
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
（
二
二
三
）



　
　
神
奈
川
裁
判
所
御
雇
外
人
ヒ
ル
の
拷
問
廃
止
建
言
書

　
兼
ね
て
の
更
新
で
あ
つ
た
の
か
、
そ
の
点
は
不
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
掲
処
務

　
年
表
の
明
治
八
年
版
を
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
同
書
は
、
現

　
在
、
法
務
省
、
内
閣
文
庫
、
国
会
図
書
館
に
も
所
蔵
が
な
く
、
そ
れ
を
参
照
し
え
な

　
い
の
は
残
念
で
あ
る
．

（
1
4
）
　
前
掲
処
務
年
報
・
二
八
頁
．

（
1
5
）
　
前
掲
処
務
年
報
（
明
治
十
二
年
）
・
四
五
頁
。

（
1
6
）
　
拙
稿
・
前
掲
ヒ
ル
と
そ
の
建
白
書
・
本
誌
第
四
一
巻
三
号
・
九
六
頁
。

（
1
7
）
　
明
治
十
二
年
八
月
十
六
日
、
司
法
省
上
申
に
「
当
省
傭
ジ
ー
ダ
フ
リ
ユ
ー
ヒ
ー

　
ル
儀
本
国
へ
帰
省
可
致
旨
兼
テ
及
上
申
候
処
暑
中
賜
暇
相
兼
本
月
十
二
日
当
府
出
発

　
候
間
此
段
及
上
申
候
也
」
（
前
掲
太
政
類
典
・
第
三
編
・
第
一
七
巻
）
と
あ
る
．

（
1
8
）
　
前
掲
処
務
年
報
（
明
治
十
三
年
）
に
「
米
人
『
ヒ
ー
ル
』
氏
ハ
雇
中
休
暇
ヲ
兼

十
二
年
八
月
十
二
日
ヨ
リ
十
三
年
三
月
一
日
迄
ノ
数
百
七
十
三
日
間
帰
国
ス
ル
ヲ
以

　
て
満
期
ノ
後
該
日
数
即
チ
十
四
年
三
月
二
日
マ
テ
在
勤
セ
リ
」
（
四
三
頁
）
と
あ
る
。

（
1
9
）
（
2
0
×
2
1
）
　
前
掲
太
政
類
典
・
第
二
編
・
第
三
四
九
巻
。

（
2
2
）
　
こ
の
神
奈
川
伺
に
は
「
元
当
県
御
雇
米
国
人
ヒ
ー
ル
」
と
い
う
文
言
も
あ
る

が
．
ヒ
ル
が
神
奈
川
県
か
ら
神
奈
川
裁
判
所
へ
雇
替
に
な
つ
た
の
は
、
本
文
で
も
述

　
べ
た
ご
と
く
五
年
九
月
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
伺
の
日
附
は
、
そ
れ
以
後
の
筈
で
あ

　
る
．
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
「
五
年
二
月
」
の
日
附
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
2
3
）
　
司
法
省
刑
法
局
編
「
諸
県
伺
・
明
治
五
年
」
（
法
務
図
書
館
蔵
）
・
第
二
三
二
号
。

（
2
4
）
　
拙
稿
「
明
治
初
年
に
お
け
る
二
、
三
の
拷
間
廃
止
論
ー
続
・
明
治
法
制
史
料

雑
纂
（
九
）
1
」
・
本
誌
第
三
九
巻
二
号
・
九
三
頁
。
私
は
、
「
帝
国
新
立
志
編
」

　
（
明
治
二
十
三
年
刊
）
の
大
江
の
項
に
、
彼
が
神
奈
川
県
在
職
中
、
「
拷
間
廃
止
論
」

を
「
建
言
」
し
た
旨
の
記
事
が
あ
る
こ
と
を
（
一
五
〇
頁
）
、
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。

（
2
5
）
　
拙
稿
「
明
治
初
年
の
拷
問
制
度
ー
そ
の
廃
止
過
程
の
一
研
究
1
」
・
「
明
治

初
期
刑
法
史
の
研
究
」
（
昭
和
三
十
一
年
）
・
一
二
二
頁
以
下
参
照
。

（
2
6
）
　
前
掲
書
・
二
一
四
頁
．

（
餌
）
　
津
田
以
外
に
、
当
時
、
拷
間
廃
止
論
を
主
張
し
た
者
に
、
春
木
義
彰
、
松
岡
康

隠
ニ
ハ
　
　
　
（
一
一
一
　
一
而
四
）

毅
、
玉
乃
世
覆
横
田
国
臣
、
末
松
謙
澄
．
児
玉
淳
一
郎
ら
も
い
る
（
拙
稿
・
前
掲

二
、
三
の
拷
間
廃
止
論
・
本
誌
第
三
九
巻
二
号
・
八
七
頁
以
下
参
照
）
．
し
か
し
、

そ
う
し
た
日
本
人
の
見
解
は
、
司
法
省
あ
る
い
は
政
府
当
局
に
よ
つ
て
一
顧
も
さ
れ

な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。

＊

＊

＊

前
註
　
句
読
点
は
、
手
塚
が
附
し
た
。

　
シ
ョ
ル
ジ
ワ
ル
レ
ス
ヒ
ー
ル
建
言

　
余
、
過
日
見
聞
シ
テ
、
実
二
袖
手
傍
観
ス
ル
ニ
忍
ヒ
サ
ル
コ
ト
ア
リ
。
今
之

ヲ
尊
聴
二
達
ス
．
果
シ
テ
余
此
建
言
ヲ
奉
ル
ニ
妨
ナ
キ
ニ
渉
ラ
ハ
、
執
権
ノ
大

臣
、
議
長
二
転
達
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
希
フ
。
若
シ
余
力
建
言
中
二
、
一
、
ニ
ノ
条

理
二
惇
リ
、
或
ハ
仁
道
ノ
教
化
二
反
シ
、
傍
然
リ
ト
之
ヲ
存
シ
能
ハ
サ
ル
コ
ト

ア
ラ
ハ
、
固
ヨ
リ
其
取
捨
、
大
臣
、
議
長
ノ
明
断
二
任
カ
ス
．

一
　
必
ス
犯
セ
シ
ナ
ラ
ン
ト
付
思
ス
ル
所
ノ
罪
業
ヲ
吐
カ
シ
メ
ン
ト
、
罪
人
二

杖
チ
テ
痛
ク
彼
二
逼
ル
ノ
苛
責
二
係
リ
鼓
二
論
ス
。

一
　
県
庁
ナ
ル
余
力
詰
所
二
最
モ
接
シ
タ
ル
所
二
於
テ
、
拷
問
苛
責
ヲ
蒙
ル
罪

人
等
苦
喚
ス
ル
ノ
斐
声
ヲ
聞
ク
コ
ト
、
殆
ト
日
々
二
及
ヘ
リ
．

一
　
先
目
、
忽
チ
常
二
聞
ク
ヨ
リ
モ
、
尚
一
層
残
忍
ナ
ル
巽
声
ヲ
耳
二
触
タ
レ

ハ
、
直
チ
ニ
行
ヒ
テ
之
ヲ
見
、
甚
タ
我
心
ヲ
傷
メ
タ
リ
。
其
時
、
始
メ
テ
苛
責

ノ
形
状
ヲ
実
験
シ
タ
リ
。
蓋
シ
其
形
状
、
平
日
ト
同
等
ナ
ル
ヤ
、
其
以
前
曽
テ

見
サ
レ
ハ
、
之
ヲ
知
ラ
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
其
時
ノ
形
容
見
聞
ノ
マ
』
、
舷
二
陳

述
ス
。
一
条
ノ
縄
ヲ
以
テ
、
罪
人
ト
覚
シ
キ
者
ノ
首
ヨ
リ
両
脚
ニ
カ
ケ
、
強
ク

之
ヲ
縛
束
シ
、
膝
ト
唇
ト
相
接
セ
シ
メ
タ
リ
．
是
ヲ
以
テ
彼
ハ
運
動
ス
ル
コ
ト

能
ハ
サ
ル
ナ
リ
．
両
人
ノ
獄
卒
ハ
傍
二
坐
シ
、
罪
人
ヲ
地
上
二
平
臥
セ
シ
メ
、



裁
判
官
ノ
審
問
二
応
セ
シ
ム
。
余
ハ
固
ヨ
リ
日
本
語
二
通
セ
サ
レ
ハ
、
糺
弾
ノ

縁
由
、
十
分
通
暁
セ
サ
ル
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
此
ノ
拷
問
ヲ
用
ユ
ル
ハ
、
裁
判
官
ニ

テ
、
情
実
ハ
必
ラ
ス
如
此
ナ
ラ
ン
ト
、
己
力
虞
ル
所
ノ
事
ヲ
罪
人
ヲ
シ
テ
言
ハ

シ
メ
ン
ト
逼
迫
ス
ル
方
便
ト
聞
ク
．

一
　
速
二
此
拷
問
苛
責
ノ
旧
習
ヲ
廃
シ
、
将
タ
旧
二
依
リ
テ
之
ヲ
存
ス
ル
ハ
、

差
謬
ノ
大
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
実
情
ヲ
吐
カ
シ
メ
ン
ト
、
人
二
逼
ル
ハ
、
最
モ

背
理
ノ
甚
シ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
、
着
眼
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
、
此
建
言
ヲ
聞
ク
諸
大
人

二
望
ム
。

一
　
誠
実
ハ
確
定
不
転
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
焉
ソ
能
ク
他
人
ノ
言
ヲ
以
テ
、
之
二

加
へ
増
ス
コ
ト
能
ハ
ン
ヤ
。

一
　
全
世
界
中
ノ
諸
邦
ニ
テ
、
多
ク
ハ
裁
判
官
ニ
テ
認
メ
ル
ヲ
実
情
ト
定
メ
、

敢
テ
罪
人
二
問
ハ
ス
、
只
他
人
ノ
供
招
及
ヒ
其
時
ノ
形
情
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
判
断

ス
．
如
此
方
法
ハ
不
易
ノ
一
難
事
ニ
シ
テ
、
時
問
ヲ
費
シ
遅
延
ヲ
生
ス
ル
コ
ト

ア
リ
。
又
或
ハ
肝
要
ナ
ル
事
按
二
係
リ
テ
殆
ト
的
確
シ
難
キ
コ
ト
ア
リ
．
然
リ

ト
イ
ヘ
ト
モ
是
ハ
実
二
稀
ナ
リ
ト
云
フ
可
シ
．

一
　
好
ク
設
立
セ
シ
裁
判
法
二
基
キ
、
有
罪
ノ
者
ヲ
糾
弾
ス
ル
時
ハ
、
種
々
ノ

方
法
ヲ
以
テ
、
肝
要
ナ
ル
事
業
及
ヒ
其
形
情
ヲ
尽
ク
察
出
シ
．
敢
テ
罪
人
二
対

シ
テ
ご
言
モ
問
フ
コ
ト
ナ
ク
、
寛
二
其
事
業
ヲ
明
亮
ニ
シ
、
以
テ
的
確
ス
．
罪

人
ヲ
シ
テ
白
招
セ
シ
ム
ル
モ
、
又
否
モ
、
事
同
一
二
出
テ
、
更
二
異
ナ
ル
コ
ト

ナ
シ
．
警
ヘ
ハ
、
罪
人
死
地
二
就
ク
ニ
至
ル
マ
テ
、
我
ハ
冤
罪
二
死
ス
ト
主
張

ス
ル
ト
モ
、
果
シ
テ
事
明
亮
二
渉
、
犯
罪
疑
ナ
キ
者
二
至
リ
テ
、
其
所
犯
二
準

シ
、
正
シ
ク
彼
ヲ
罰
ス
．
説
破
論
説
ヲ
除
ク
ノ
外
、
敢
テ
逼
迫
シ
テ
吐
カ
シ
ム

ル
ノ
例
ナ
シ
．
実
事
ヲ
察
出
ス
ル
ハ
、
只
此
方
法
ニ
ア
リ
、
強
迫
苛
責
二
遇
ヒ

　
　
　
神
奈
川
裁
判
所
御
雇
外
人
ヒ
ル
の
拷
間
廃
止
建
言
書

吐
露
ス
ル
ノ
事
情
ハ
尽
ク
劣
策
二
属
ス
。
又
如
此
ノ
所
置
ハ
大
二
条
理
二
惇
ル

所
ナ
リ
．

一
　
今
当
皇
国
及
ヒ
他
各
国
二
於
テ
、
照
行
ス
ル
法
二
係
リ
一
ッ
ノ
例
ヲ
挙
ヶ

以
テ
論
ス
．
讐
ヘ
ハ
今
蝕
二
力
剛
柔
ナ
ル
ニ
人
ア
リ
．
剛
者
ハ
恐
嚇
威
力
苛
責

ノ
方
便
ヲ
用
ヒ
、
柔
者
二
迫
リ
テ
百
両
ノ
払
方
ノ
タ
メ
、
翌
月
二
至
リ
、
家
或

ハ
船
ヲ
剛
者
二
引
渡
ス
可
キ
約
書
二
調
印
セ
シ
ム
．
是
レ
苛
責
ノ
好
計
二
陥
イ

リ
タ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
一
度
ヒ
約
書
二
調
印
セ
シ
因
縁
ヲ
以
テ
、
其
約
定
ヲ
果

ス
可
シ
ト
。
本
政
府
ニ
テ
強
迫
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヤ
、
如
此
キ
所
置
ナ
キ
コ
ト
ハ

固
ヨ
リ
論
ヲ
待
タ
サ
ル
所
ナ
リ
。
其
約
定
ハ
正
シ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
、
全
ク
苛

責
威
力
ヲ
以
テ
得
ル
者
ナ
レ
ハ
、
廃
物
ト
シ
テ
無
益
二
属
ス
。
拷
打
苛
責
ノ
方

便
ヲ
用
ヒ
、
強
テ
人
ヲ
シ
テ
言
ハ
シ
ム
コ
ト
、
恰
モ
此
理
二
等
フ
シ
テ
、
何
ノ

益
力
之
ア
ラ
ン
．
又
是
レ
罪
実
ヲ
察
出
ス
ル
公
平
ノ
所
置
ト
謂
ヒ
難
シ
．
差
謬

ヲ
防
ク
コ
ト
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
讐
ヘ
ハ
蝕
二
無
罪
ノ
者
ヲ
誤
テ
犯
罪
ト

認
メ
、
彼
ヲ
捕
縛
シ
、
頻
二
苛
責
ヲ
加
へ
、
強
迫
シ
テ
彼
ヲ
シ
テ
自
ラ
言
ハ
シ

メ
ソ
ト
セ
ハ
、
其
実
毫
モ
犯
セ
ル
罪
ナ
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
其
責
二
堪
ユ
ル
コ
ト

能
ハ
ス
シ
テ
、
寛
二
自
カ
ラ
罪
ヲ
犯
セ
リ
ト
吐
露
ス
ヘ
シ
．
是
ハ
其
苛
責
ノ
苦

ヲ
免
レ
ソ
ト
ス
ル
人
情
ノ
然
ラ
シ
ム
ル
所
ニ
シ
テ
、
実
二
無
益
ト
謂
フ
可
シ
。

一
　
無
罪
ノ
人
、
如
此
キ
苛
責
二
苦
シ
ム
ハ
、
豊
残
忍
ニ
シ
テ
趾
ッ
ヘ
キ
コ
ト

ニ
ア
ラ
ス
ヤ

一
　
寧
・
有
罪
ノ
人
ヲ
シ
テ
、
其
罰
ヲ
免
レ
シ
ム
ル
モ
、
冤
罪
以
テ
人
ヲ
壊
フ

コ
ト
ナ
カ
レ
．

一
　
此
等
ノ
情
実
ヲ
深
ク
慮
ラ
ハ
、
必
ラ
ス
此
ノ
方
法
ハ
危
険
傷
害
ノ
甚
シ
キ

モ
ノ
ト
、
了
達
ア
ラ
ン
ト
思
ヘ
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
（
一
二
一
五
）



　
　
　
神
奈
川
裁
判
所
御
雇
外
人
ヒ
ル
の
拷
問
廃
止
建
言
書

一
　
全
県
庁
ニ
テ
実
験
セ
シ
形
状
ヲ
今
再
ヒ
戴
二
説
カ
ン
．
其
時
地
上
二
平
臥

ス
ル
罪
人
、
裁
判
官
ニ
テ
実
情
ト
付
思
ス
ル
所
ノ
事
ヲ
、
然
リ
ト
応
セ
サ
レ

ハ
、
彼
ノ
腿
ヲ
痛
ク
杖
ツ
。
彼
其
苦
痛
二
堪
ヘ
ス
、
叫
喚
シ
テ
止
マ
ス
．
是
実

二
残
忍
ノ
甚
シ
キ
モ
ノ
ト
謂
フ
可
シ
。
殆
ト
手
腕
ノ
如
キ
、
杖
痕
腿
面
二
存

シ
、
肉
色
変
シ
テ
膨
腫
セ
リ
．
余
其
形
状
ヲ
見
テ
、
其
以
前
モ
、
彼
レ
打
擁
二

遇
ヘ
リ
ト
知
レ
リ
。

一
　
余
此
事
ヲ
敢
テ
建
言
シ
、
以
テ
此
等
ノ
事
件
ヲ
所
轄
ス
ル
人
々
ヲ
シ
テ
、

能
ク
其
情
由
ヲ
知
会
セ
シ
メ
ハ
、
必
ラ
ス
拷
問
苛
責
ノ
方
法
止
ム
ニ
至
ル
ヘ

シ
．
是
我
力
希
フ
所
ナ
リ
。
然
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
数
年
、
此
方
法
二
慣
習
セ
シ

人
々
ニ
ハ
、
之
ヲ
廃
ス
ル
ニ
妨
ケ
ア
ラ
ン
、
又
此
等
ノ
人
々
ヲ
シ
テ
、
余
輩
ノ

如
ク
、
昔
日
此
法
ア
リ
ト
偶
或
ル
裁
籍
上
ニ
テ
読
ム
コ
ト
ヲ
除
ク
ノ
外
、
絶
テ

如
此
キ
事
ヲ
見
聞
セ
サ
ル
人
々
ハ
、
之
ヲ
残
忍
ト
為
ス
情
実
ヲ
通
暁
セ
シ
ム
ル

コ
ト
、
又
難
カ
ル
ヘ
シ
。

一
　
県
庁
ニ
ア
ル
拷
問
所
ハ
、
外
国
人
出
テ
来
ル
裁
判
席
二
近
ケ
レ
ハ
、
噂
泣

ス
ル
声
、
其
席
二
聞
ヘ
リ
．
是
ハ
貴
下
ノ
能
ク
知
ル
所
ナ
リ
．
既
二
先
目
、
裁

判
ノ
時
、
外
国
人
及
ヒ
新
聞
局
報
告
者
出
席
中
二
、
罪
人
号
斐
ス
ル
苦
声
明
亮

二
聞
ヘ
タ
レ
ハ
、
出
席
ノ
人
々
甚
タ
不
審
ヲ
起
シ
、
大
二
之
ヲ
怪
ミ
タ
リ
．

一
　
今
余
力
主
見
ヲ
建
言
セ
ン
．
願
ク
ハ
、
之
ヲ
ナ
ス
ハ
適
任
中
ニ
ア
ラ
ス
ト

餐
メ
ナ
キ
コ
ト
ヲ
。
余
方
今
、
政
府
二
奉
職
ス
ル
間
、
専
ラ
誠
忠
ヲ
抽
テ
従
事

ス
ル
素
志
切
ナ
レ
ハ
、
左
ノ
建
言
ヲ
奉
ル
モ
、
敢
テ
条
二
合
ハ
サ
ル
コ
ト
ナ
シ

ト
思
ヘ
リ
。

一
　
今
日
本
国
ハ
、
世
界
挙
ツ
テ
敬
重
ス
ル
開
化
日
々
二
進
ミ
、
益
善
時
ヲ
逐

ツ
テ
盛
ン
ナ
リ
。
是
世
人
ノ
知
ル
所
ニ
シ
テ
、
誰
力
感
歎
驚
骸
セ
サ
ラ
ソ
ヤ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
（
二
二
六
）

百
般
ノ
美
事
ヲ
行
ヒ
、
世
人
ノ
崇
敬
二
冨
メ
リ
．
然
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
窃
二
思

フ
ニ
未
タ
一
件
ノ
後
レ
ア
リ
．
是
レ
ハ
他
ノ
百
事
ヨ
リ
必
ス
先
進
セ
サ
ル
ヲ
得

ス
．
之
レ
若
シ
速
二
進
マ
ハ
、
皇
国
ノ
禅
益
ヲ
増
シ
、
又
世
上
ノ
敬
重
仰
菓
シ

得
ル
ノ
基
礎
、
之
レ
ヨ
リ
大
ナ
ル
ハ
ナ
シ
ト
．
是
ヲ
以
テ
忌
誇
ヲ
顧
ス
絃
二
建

言
ス
。

一
　
既
二
其
目
的
ニ
テ
順
序
ヲ
開
キ
、
西
洋
各
国
ノ
法
令
ノ
基
本
ト
殆
ト
彷
彿

タ
ル
モ
ノ
ヲ
設
立
ノ
用
意
ア
ル
コ
ト
ヲ
聞
ケ
リ
．
拷
問
苛
責
ノ
方
法
ノ
如
キ

ハ
、
全
世
界
中
第
一
級
二
進
マ
ソ
コ
ト
ヲ
謀
リ
、
又
文
明
ト
称
ス
公
道
ノ
法
令

二
遵
ヒ
、
事
ヲ
行
フ
国
邦
ニ
テ
ハ
、
固
ヨ
リ
容
レ
サ
ル
所
ナ
レ
ハ
、
此
方
法
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

往
昔
ノ
余
風
ト
シ
テ
、
急
二
廃
ス
シ
．

一
　
文
明
開
化
ヲ
進
ム
ル
ハ
、
正
法
ヲ
設
ク
ル
ニ
ア
リ
．
是
ヨ
リ
始
メ
テ
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

業
、
商
業
及
ヒ
国
ヲ
盛
ニ
ス
ル
ノ
業
ヲ
道
キ
、
又
安
民
治
国
ノ
基
本
、
国
民
属

徳
ノ
通
義
ヲ
開
ク
ヘ
シ
．

一
　
目
本
二
如
此
法
律
ヲ
設
立
ス
ル
時
ハ
、
他
国
人
民
当
皇
邦
内
二
来
住
ス
ル

間
、
豊
其
法
二
遵
奉
ス
ル
コ
ト
ヲ
拒
ム
ノ
理
ア
ラ
ン
ヤ
．
又
成
文
確
定
不
朽
ノ

文
明
律
ヲ
立
ル
国
民
ハ
、
共
二
相
和
ス
ノ
風
習
ヲ
存
ス
．
余
既
二
論
ス
ル
所
ノ

方
法
二
、
国
民
ヲ
シ
テ
圧
服
セ
シ
ム
ル
国
ハ
、
必
ラ
ス
有
ヘ
カ
ラ
ス
．
此
方
法

ノ
如
キ
ハ
全
ク
人
倫
ノ
通
義
二
相
反
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
往
昔
野
蛮
ノ
余
風

ト
シ
テ
遂
二
廃
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。

　
　
此
書
ヲ
覧
読
ス
ル
諸
君
余
力
建
言
二
着
眼
注
意
ア
ラ
ソ
コ
ト
ヲ
伏
願
ス
県


